
令和８年度 釧路市立鶴野小学校「学校いじめ防止基本方針」 

 

１ いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 
いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第十三条により、本校のすべての児童が安心して充

実した学校生活を送ることができるよう、地域住民や保護者、児童などの意見を取り入れ、いじめの
防止等を目的に策定する。 
（１）いじめの防止等に向けての基本姿勢 

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人
格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあ
る。したがって、本校では、いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するため
に、いじめに対する認識を全教職員で共有する。また、いじめはどの子どもにも起こりうるという事
実を踏まえ、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関
係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑わ
れる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発の防止に努める。 
（２）いじめの防止等に向けてのポイント 

ア 児童の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。 
イ 全教育活動を通じて「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。 
ウ いじめの未然防止・早期発見のために、様々な手段を講じる。 
エ 児童会活動など、児童がいじめ防止に向けた活動を主体的に取り組むための支援を行う。 
オ いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校と家庭が連携・協力し

て解決にあたる。 
カ 児童及び保護者の悩みや相談を受け止めることができるよう、相談体制を整備する。 
キ 児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深め

る。 
ク 全ての教職員の共通認識を図るため、いじめなど生徒指導上の諸問題に関する校内研修を行

う。 
 
２ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 
（１）いじめ防止等の対策のための校内組織を設置する。 
＊ 「いじめ対策委員会」の構成 
校長、教頭、主幹教諭、教務主任、生徒指導部長、当該学級担任及び学年主任、養護教諭、釧路市
教育委員会指導主事、釧路市教育委員会スクールカウンセラー、釧路市教育委員会スクールソーシ
ャルワーカー、その他管理職から指名された者等 
ア 児童・保護者からの相談や定期的な実態調査等を実施し、いじめの早期発見に努める。 
イ 問題行動を発見した場合、速やかにその原因を調べ、事実関係の確実な把握に努める。 
ウ いじめられた児童及びいじめを知らせてきた児童の安全・安心を確保し支援を行う。 
エ いじめた児童及び周りの児童に向けた働きかけを行い、解決を目指す。また、児童の立場を尊

重して話を聞き、共感的理解に努める。 
オ いじめられた児童の保護者及びいじめた児童の保護者に対して、把握した事実関係の正確な伝

達を行う。 
カ 指導に困難が伴う事案等の場合、教育委員会及び地域や関係機関との連携を図る。 
キ 児童のプライバシーに十分留意し、再発防止を含めた学級指導、学年指導等を実施する。教師

も児童の気持ちに配慮し、周りの児童の理解と協力の中で明るく学校生活が送れるように心が
ける。 

（２）いじめ問題を発見した場合には、速やかにいじめ対策委員会へ情報を報告するとともに、情報収
集を綿密に行い、事実関係を明確にする。 

（３）いじめ対策委員会では、把握した情報をもとに対応を協議し、的確な役割分担を行い、いじめの
解決にあたる。 

（４）児童相談所や警察・関係機関等との連携や校種間の連携、教育委員会の「いじめ解決サポートチ
ーム」との連携を視野に入れて対応する。 

 
３ いじめの防止等のための対策の基本となる事項 
（１）いじめを未然に防止する取組 

   ア ｢１年生を迎える会｣｢６年生を送る会｣や、委員会が主体となった活動(あいさつ運動、スポー
ツ集会等)の取組の充実を図る。 

   イ 児童会が中心となり、いじめ未然防止の活動を実施し、自他尊重意識を高める。 
   ウ 生徒指導上理解、把握しておく児童についての交流会、定例支援交流会を実施する。 
   エ 年間３回のいじめアンケートの項目のうち、「いじめはどんなことがあってもゆるされない



ことだと思いますか」について、「そう思う」と回答する児童の割合を100％とする。また、
全校集会や学年集会、学級指導などを通して、「学校いじめ防止基本方針」の内容を児童に
周知する。同時に学校ホームページに掲載したり、学級懇談や個人面談を活用したりして、
保護者にも周知する。 

   オ 人権教室を実施し、人権に対する理解を深め、いじめを許さない風土を形成する。 
（２）いじめの早期発見のための措置 

ア いじめを早期に発見するため、児童に対する定期的な実態調査を年間３回実施する。 
イ Ｑ－Ｕやアセスによる集団分析を行い、いじめ問題等につながる人間関係や学校生活等での

悩みを理解し、早期に対応する。  
ウ いじめ調査やＱ－Ｕ・アセス実施後、担任と児童の面談を実施する。 
エ 児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う。 

（３）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策 
ア 発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性等、インターネットを通じて送信される情

報の特性を踏まえ、児童が情報モラルを身に付ける指導の充実を図る。 
イ インターネットを通じて行われるいじめを防止し適切に対処できるよう、学級活動や道徳、

参観日などを通して、児童及び保護者に対して必要な啓発活動を行う。 
ウ 外部講師（釧路警察署生活安全課）を招いた「インターネット教室」を年１回開催し、発達

段階に応じてインターネットやネットモラルについて学習する機会を設ける。 
エ インターネット上に不適切な書き込み等がないか、定期的にネットパトロールを実施し、早

期発見に努める。 
 
４ いじめに対する措置 
（１）いじめに係る相談を受けた場合は、親身になって聴き、速やかに事実の確認を行う。 
（２）いじめの事実が確認された場合は、学校として組織的に（いじめ対策委員会の開催）事実関係

を把握し、いじめをやめさせ、事実関係を正確に当該保護者に伝え、家庭と連携して解決に取
り組む。 

（３）いじめを受けた児童・保護者に対する様々な支援を検討するとともに、いじめを行った児童に
ついても、適切な指導と今後の支援について検討し、双方の保護者へ助言を継続的に行うこと
で、再発の防止に努める。 

（４）いじめを受けた児童が安心して教育を受けられる措置が必要であると認められるときは、保護
者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる等の措置を講じる。 

（５）犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して
対処する。 

（６）いじめの解消については、いじめ事案の関係者の状況を十分に見極めながら、いじめ対策委員
会において協議を行い、いじめを認知した日から３ヶ月をめどにいじめが解消に至ったかを判
断する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 学校評価における留意事項 

（１）いじめを隠蔽せず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置を組織的かつ適切に行うた
め、いじめ問題への取組について適正に自己評価を行う。 

（２）学校のいじめ問題への取組について、学校評価の項目に加え、児童・保護者のアンケート調
査、教職員の評価等により目標の達成状況を評価し、取組の改善に生かす。 

（３）学校のいじめの実態について、学校だよりや学校ホームページを用いて保護者や地域に周知す
る。同時に、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）で熟議をし、地域全体で問題解決に
向けた対策を考える。また、入学時や各年度の開始時に資料を配付するなどし、いじめ防止に
向けた取組について保護者や地域に情報を共有する。 

５ 重大事態への対処 
（１）いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い（生命・心身・財産重大事

態）や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い（不登校重大事態）がある
場合は、速やかに釧路市教育委員会に報告する。 

（２）教育委員会の指示により、学校が主体となって当該事案に対して調査を実施する場合、速やか
に調査組織を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。また釧路市教育委員会が
主体となって調査を行う場合、学校は当該事案の調査に対して協力する。 

（３）調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適
切に提供する。 

（４）重大事案への対処については、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づいて
行われる。 

 


